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海外情報

フランスとオランダにおける
酪農の最近の動向について

調査情報部　渡辺　淳一

１　はじめに

　2022年の欧州各国の酪農は、飼料価格など生産費の高騰の影響を受け、EUの生乳取引価
格は過去最高を記録し、高騰する生産費の一部を補うものとなった。
　このような中、フランスの生乳取引価格の上昇率はEU加盟国の中でもとりわけ小さく、
また、オランダの酪農は欧州委員会や同国政府の環境規制の影響を受けてきた。
　両国では、消費者が価格以外の価値を認める環境や、効率性を追求しながらの規制への対
応の中、酪農生産が継続されている。

【要約】

2022年の欧州各国の酪農は、日本を含め

た世界各国の酪農と同様に、新型コロナウイ

ルス感染症（COVID － 19）の影響やロシ

アによるウクライナ侵攻などによる穀物など

の飼料価格や燃料費の高騰の影響を大きく受

けた。

このような中でEUの生乳取引価格は、堅

調な乳製品需要を背景に過去最高を記録し、

高騰する生産費の一部を補うものとなった。

ただし、生乳取引価格の上昇率はEU27カ国

で異なっている。同年の生乳生産量が2402

万トンとEU加盟国第２位の生乳生産量を誇

るフランスは、生乳取引価格の上昇率がEU

加盟国の中でもとりわけ小さい（図１、２）。

21年10月以降の同国の生乳取引価格の上昇

率は、主要な生乳生産国が前年同月比10 ～

60％で推移する中、同５～ 25％未満であり、

上昇率の振幅はEU平均より小さい。

一方、日本の10分の１以下の国土面積で

図１　EUにおける生乳生産量（2022年）

資料：Eurostat
　注：データが未公表のルクセンブルグを除く。
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図２　生乳取引価格の上昇率の推移

資料：Milk Market Observatory
　注：前年同月に対する上昇率。
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（１）農業産出額

直近公表資料のある2021年のフランスと

オランダの農業産出額のうち、酪農はそれぞ

れ13％、19％を占め、畜産業の中で最大と

なった（表２）。オランダの農用地面積は

フランスの６％程度であるものの、酪農産出

額はフランスの50％強に及ぶ。一方、日本

については農業産出額に占める家きんと鶏卵

の割合11％が最大であり、酪農はこれらに

次ぐ10％であった。

年間1376万トンとEU加盟国第３位の生乳

生産量を誇るオランダは、生乳取引価格の上

昇率がEU平均を上回ったが、後述する厳し

い環境規制が酪農経営に重くのしかかってい

る（表１）。

本稿では、フランスとオランダというEU

を代表する酪農国（注１）について、フランスは

生乳取引価格の上昇率を中心に、オランダは

環境規制などを中心に、それぞれの酪農をめ

ぐる状況を紹介することで、EU酪農の理解

とわが国酪農にとって参考となる情報を提供

できたらと考える。

なお、本文中の為替相場は、三菱UFJリ

サーチ＆コンサルティング株式会社「月末・

月中平均の為替相場」2023年４月末TTS相

場の１ユーロ＝ 149.54円を使用した。

（注１）EU最大の生乳生産国であるドイツの酪農・乳業について
は、『畜産の情報』2022年９月号「酪農大国ドイツにおける持
続可能性への取り組み」（https://www.alic.go.jp/joho-c/
joho05_002381.html）を参照されたい。

２　フランスおよびオランダの酪農業の概況

単位 フランス オランダ 日本
国土面積（内水面除く） 千ha 54,756 100% 3,367 100% 36,450 100%

うち森林 千ha 17,170 31% 369 11% 24,935 68%
うち農用地 千ha 28,621 52% 1,817 54% 4,397 12%
うちその他の土地 千ha 8,965 16% 1,182 35% 7,118 20%

人口 千人 64,480 ― 17,435 ― 125,245 ―
参考：人口１人当たり農用地 ha 0.44 ― 0.10 ― 0.04 ―

表１　フランス、オランダおよび日本の土地利用状況（2019年）

資料：FAOSTAT
　注：人口は2020年１月１日現在。

フランス オランダ 日本
農業産出額 74,821 26,626 66,953

作物など計 47,974 64% 15,672 59% 41,161 61%
肉用牛 7,537 10% 1,452 5% 6,236 9%
酪農 9,867 13% 5,171 19% 6,986 10%
豚 3,198 4% 2,405 9% 4,818 7%
家きん、卵 4,554 6% 1,320 5% 7,093 11%
その他畜産 1,691 2% 606 2% 659 1%

資料：欧州委員会「Eurostat」、農林水産省「生産農業所得統計」
注１：「作物など計」に、フランスはワイン、日本は加工農産物をそれぞれ含む。
注２： 日本の金額は、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「前年の年末・年間平均」2021年

TTS相場の１ユーロ＝132.01円を用いて算出。

表２　農業産出額の比較（2021年）
（単位：百万ユーロ）

https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002381.html
https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002381.html
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（２）飼養頭数および生乳生産量

フランスでは、2015年３月末の生乳クオ

ータ制度（注２）廃止を見据えて、乳業と生産者

の間で生乳需給の緩和を危惧した抑制的な取

引が行われたことで、14年以降の乳用経産

牛頭数の減少傾向が現在も継続し、22年は

前年比2.7％減の323万頭となった。

一方、オランダでは、狭小な国土に多くの

家畜が飼養されていることから、かねてから

家畜由来の窒素やリン酸塩の過剰（注３）が問題

とされ、乳用経産牛飼養頭数は16年をピー

クに減少傾向にあったが、22年は同1.0％増

の157万頭となった（図３、４）。

窒素やリン酸塩といったミネラルは、植物

の生育に不可欠な栄養素である一方、過剰な

場合、河川や地下水に浸出することにより水

草や藻の大増殖の原因となり、飲料水へも悪

影響を及ぼす。また、家畜排せつ物からのア

ンモニア放出は、土壌などの酸性化や富栄養

化をもたらす。

（注２）生乳生産量の上限を加盟国ごとに割り当て、上限を超え
た場合、一定額の課徴金を課すとともに、加盟国内の農家間での
売買などを認めた生産割当制度。

（注３）『畜産の情報』2020年２月号「オランダ養豚における家
畜排せつ物処理の取り組み～持続可能な養豚のために～」

（https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000968.html）お
よび2000年11月号「オランダの畜産環境対策」（https://lin.
alic.go.jp/alic/month/fore/2000/nov/rep-eu.htm）を参照
されたい。

EUの生乳生産量については、農業活動に

基づいて発生する硝酸塩などによる水質汚染

の抑制を目的とした欧州委員会の硝酸塩指令

をはじめとする環境政策（注４）から、加盟国の

多くで乳用経産牛をはじめとする家畜飼養頭

数が減少傾向にあり、22年の生乳生産量は

前年比で減少し、フランスでは前年比0.7％

減の2402万トンであった。

一方、オランダは、同国政府による環境政

策が厳しさを増す中で、生乳生産量は減少傾

向にあったものの、22年に1376万トンと

前年を1.2％上回った（表３）。これは、22

年上期が熱波や飼料および燃料など資材費の

高騰で前年同期比1.2％減（692万トン）と

なったが、下期は穏やかな天候が続き豊富で

良質な牧草に恵まれ、また、過去最高を更新

する生乳取引価格にけん引される形で同

3.7％増（684万トン）となったことが全体

を押し上げた（図５）。

（注４）『畜産の情報』2023年３月号「欧州グリーン・ディール
下で進められる農業・畜産業に影響する各種政策」（https://
www.alic.go.jp/joho-c/joho05_002628.html）、2020年３
月号「持続可能性（サステナビリティ）を最優先課題とするEU
農畜産業の展望～ 2019年EU農業アウトルック会議から～」

（https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_001030.html）お
よび1998年９月号「農業に関連したEUの環境関連政策 　－そ
の歴史と各国の措置－」（https://lin.alic.go.jp/alic/month/
fore/1998/jun/rep-eu.htm）を参照されたい。

図３　乳用経産牛飼養頭数の推移

資料：Eurostat
　注：各年12月時点。
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図４　乳用経産牛飼養頭数の増減率

資料：Eurostat
　注：前年に対する増減率。
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22年の１頭当たりの年間生乳生産量を見

ると、フランスは前年比2.1％増の7436キ

ログラムとわずかに増加し、オランダは同

0.1％増の8766キログラムと前年並みであ

った（図６）。同年のフランスの生乳生産量は、

乳用経産牛頭数の減少が１頭当たりの生産量

の増加により補われたことで前年比0.7％減

にとどまった。

（３）生乳取引価格

世界的な穀物や燃料の価格の高騰は生乳生

産費に強く影響し、EU加盟国の乳製品価格

および生乳取引価格を押し上げたが、22年

７月のフランスの生乳取引価格はEU平均以

下 の100キ ロ グ ラ ム 当 た り44.12ユ ー ロ

（6598円）であった（図７）。一方、同月の

オ ラ ン ダ は、EU平 均 以 上 の 同60ユ ー ロ

（8972円）であった。また、これらの価格は、

2019年 20年 21年 22年 前年比
（増減率）

ドイツ 32,442 32,549 31,942 31,947 0.0%
フランス 24,526 24,602 24,200 24,024 ▲ 0.7%
オランダ 13,802 13,987 13,603 13,762 1.2%
イタリア 11,965 11,895 13,042 12,808 ▲ 1.8%
ポーランド 12,175 12,457 12,515 12,779 2.1%
アイルランド 8,227 8,542 9,018 9,087 0.8%
スペイン 7,265 7,428 7,472 7,314 ▲ 2.1%
デンマーク 5,615 5,667 5,644 5,664 0.4%
ベルギー 4,288 4,431 4,381 4,495 2.6%
その他 22,128 22,591 22,589 22,481 ▲ 0.5%
合計 142,433 144,148 144,406 144,360 ▲ 0.0%

表３　生乳生産量の推移

資料：欧州委員会「Eurostat」
注１：22年は速報値。
注２：データが未公表のルクセンブルグは除く。

（単位：千トン）

図５　オランダの生乳生産量の推移（対前年増減率）

資料：Eurostat
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図６　１頭当たり年間生乳生産量の推移

資料：Eurostat
　注：12月時点の頭数を用いて算出。
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図７　EUにおける生乳取引価格の推移

資料：Milk Market Observatory
　注：データが未公表のルクセンブルグを除く。
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COVID － 19拡大以前の19年７月に比べ、

フランスは約1.2倍、オランダは約1.7倍で

あった。

３　フランスの生乳生産を取り巻く状況

（１）フランスの酪農形態

全国酪農経済センター（CNIEL：Centre 

Na t i ona l I n t e rp ro fess i onne l de 

l'Économie Laitière）の調査結果によると、

2019年のフランスの酪農家戸数は４万戸、

１戸当たりの飼養頭数は87頭となった。ま

た、飼料用農地の面積は１戸当たり76ヘク

タールであり、１頭当たりで算出すると0.9

ヘクタールとなった。

生乳生産は、比較的大手乳業が強いとされ

るブルターニュやノルマンディー地方および

東部のブルゴーニュ・フランシュコンテやオ

ーベルニュ・ローヌアルプ地方で盛んである

（図８）。また、同地域は、乳用牛に与える飼

料に占める放牧による牧草の割合が20％以

上と高く、自給飼料の多い地域で生乳生産量

も多くなる傾向にある（図９）。CNIELによ

ると、１年間に乳用牛に与える飼料の内訳の

７割弱は、トウモロコシサイレージ（34％）、

牧草（17％）および牧草サイレージ（14％）

で占められる。

なお、22年のフランスのトウモロコシ生

産量は、EU加盟国第１位の1070万トン、

輸入量は同13位の65万トン、輸出量は同２

位の515万トンであり、高い自給率を誇る。

図８　地域別生乳生産量の割合

資料： Cniel「L'Economie Laitiere en Chiff res Edition 2022」
（機構改変）

ブルターニュ

ノルマンディー

ブルゴーニュ・フランシュコンテ

オーベルニュ・ローヌアルプ

図９　乳用牛の牧草消費割合

資料： Cniel「L'Economie Laitiere en Chiff res Edition 2022」
（機構改変）

　注： 乳用牛が１年間に消費する全飼料に占める、放牧による
牧草の割合。
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（２）生乳の価格形成

フランスの生乳取引価格は、CNIELが公

表する生乳取引価格指標（乳価指標）を参考

に、生産者組合と農協・乳業との交渉で決定

し、契約を締結する。ブルターニュおよびノ

ルマンディー地方の450の酪農家で構成す

る生産者組合によると、毎月公表される乳価

指標を参考に、乳業との価格交渉は３カ月ご

とに年４回行われる。

この乳価指標は、（１）粉乳および原料バ

ター（２）チーズや市販バターなどの乳製品

（３）ドイツにおけるチーズ製造―のそれぞ

れに用いる加工原料乳の過去３カ月の平均価

格を基に設定される。ドイツのチーズ製造に

用いる加工原料乳の平均価格が参考にされる

のは、フランスの乳製品の最大の輸出先がド

イツであることによる（表４）。

また、生乳取引価格には、脂肪分やたんぱ

く質含有量に応じた割り増し代金が支払わ

れ、その金額は時期や販売先によって異なる。

（３）生乳の価格変動などについて

前述の通り、フランスの生乳取引価格の上

昇率は、EU加盟国の中でもとりわけ小さく、

2021年10月以降の同国の生乳取引価格の

上昇率は、主要な生乳生産国が前年同月比で

最大60％で推移する中、同25％未満であっ

た。また、フランスの上昇率はEU平均より

も振幅が小さい。これについて、前述の生産

者組合の会長から、一農家の談話として以下

のコメントを得られた。

・ 欧州委員会による環境規制の強化などで農

場の管理業務が煩雑化する一方、飼料費な

ど生産費の高騰により利益を出しづらい状

況が続いていることから、麦やトウモロコ

シ生産などに転換する酪農家が増えてい

る。

・ 生乳の需給緩和により、生乳取引価格が暴

落すると廃業する酪農家がさらに増えるた

め、乳業にとっても深刻な問題となる。

・ このため、乳業と生産者が協力し、短期的

な価格の変動幅が少なくなるよう調整を図

っており、16年の欧州酪農危機（注５）の際も、

フランスの生乳取引価格の下落幅は他国に

比べて小さかった（図10）。

2020年 21年 22年
乳製品 うちチーズ 乳製品 うちチーズ 乳製品 うちチーズ

ドイツ 153,775 133,228 154,175 131,485 144,885 123,603
ベルギー 124,194 80,691 118,743 78,800 112,405 75,006
スペイン 82,753 63,567 94,089 72,115 98,744 80,348
英国 92,051 76,082 76,163 60,344 69,978 57,983
イタリア 69,824 38,199 76,556 38,157 79,782 39,529
その他 564,422 265,295 600,334 284,394 560,050 289,010
合計 1,087,019 657,062 1,120,060 665,295 1,065,844 665,479

表４　フランスにおける乳製品の輸出先別輸出量の推移

資料：「Global Trade Atlas」
注１：「乳製品」は、脱脂粉乳、全粉乳、バター・バターオイルおよびチーズの合計。
注２： HSコードは、脱脂粉乳が040210、全粉乳が040221と040229、バター・バターオイルが040510と040590、

チーズが0406。

（単位：トン）
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フランスを代表する乳業関係者からも、「生

乳取引価格の急激な変動を抑えて生産者と業

界を守るのはフランス酪農業界の伝統のよう

なものである」との話も聞かれた。

両者の話からは、生乳需給の緩和やひっ迫

にかかわらず、持続可能な酪農経営を酪農業

界として目指していることがうかがわれる。

（注５）『畜産の情報』2016年８月号「EU酪農の現状と展望」
（https://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2016/aug/
wrepo01.htm）を参照されたい。

このような取引の状況を可能としているの

は、前述の豊富な自給飼料によるところが大

きい。また、他のEU加盟国と比較して、チ

ーズに代表される乳製品の品目数が多く、ま

た原産地呼称保護（PDO）などの付加価値

も手伝い、旺盛な国内需要に支えられている

という特徴も挙げられる。

ただし、CNIELによると、生産者の多く

は自給飼料を利用しているが、購入飼料への

依存度が高い生産者は、今般の穀物など飼料

価格高騰の影響を受けたことで、厳しい経営

を強いられているという。

コラム　農業生産者の利益確保を目指したエガリム法

　フランスの食品小売業界は、大手小売チェーン６社で小売市場全体の90％以上のシェア（市

場占有率）を占めており、価格設定に関してこれら６社が大きな力を持つ。この状況を是正す

るためフランス政府は、本来であれば農業生産者が手にする利益を確保するための手段として

「フランス新農業・食品法（エガリム法）」を制定し、2018年11月に公布した。これにより、

生産費を考慮した価格での契約が取り交わされることが期待された。

　これに次いで、21年10月には「農業者の報酬を保護するための法律（エガリムⅡ法）」が採

択された。フランス農業・食料省によると、同法はエガリム法を補完するものであり、エガリ

ム法で期待されていた生産費を考慮した価格契約について、契約書の締結が義務化された。

　CNIELによると、エガリム法の適用範囲は小売り用のみとされている。フランスで生産され

る生乳のうち小売り用には４割ほどが仕向けられるとのことから、生産される生乳の６割は

同法の対象外となり、生乳取引価格への生産費の反映は限定的としている。また、生産費を

考慮した生乳取引価格となった場合、短期的には生産者の利益増加が見込まれるものの、フ

ランスの乳製品価格の上昇につながることで、国内外における外国産品との価格競争力が低

下するといった難しさもある。こうした課題をどのように解決していくのか、今後の動向が

注目される。

図10　生乳取引価格の推移

資料：Milk Market Observatory
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（１）オランダの酪農形態

オランダ中央統計局（CBS）によると、

2021年のオランダの酪農家戸数は１万

4000戸、１戸当たりの飼養頭数は110頭と

なった。また、草地と飼料用トウモロコシの

面積の合計は１戸当たり71ヘクタールであ

り、１頭当たりで算出すると0.6ヘクタール

となった。

同国の総家畜飼養密度はEU最大であり、

20年は１ヘクタール当たり3.4LSU（注６）で

ある（図11）。なお、フランスの総家畜飼養

密度はEU平均と同じ0.7LSUであり、オラ

ンダの約５分の１である。

乳製品の多くが輸出されており、22年の

同国のEU域内外への輸出量は、チーズがEU

加盟国第２位の105万トン、バター・バタ

ーオイルが同１位の33万トン、全粉乳が同

１位の14万トンおよび脱脂粉乳が同５位の

16万トンであった（表５）。国土面積が日本

の10分の１以下と国内市場は小さいため、

輸出を軸としたビジネスモデルであることが

うかがえる。

（注６）LSU（家畜単位）とは、家畜の飼養密度を表す指標とし
て用いられる係数で、搾乳牛：1.0LSU、２歳以上の経産牛：
0.8LSU、２歳以上の雄牛：1.0LSU、２歳以上の未経産牛：
0.8LSU、１歳以上２歳未満の牛：0.7LSU、１歳未満の牛：
0.4LSU、体重50キログラム以上の繁殖雌豚：0.5LSU、山羊・羊：
0.1LSUなどとなっている。

（２）硝酸塩指令の緩和措置

欧州委員会が1991年に定めた硝酸塩指令

（91/676/EEC）では、EU加盟各国の家畜

排せつ物由来の窒素施用量の上限は、１ヘク

タール当たり年間170キログラムまでとされ

ている。これに対しオランダ政府は05年４

月、草地が70％以上を占める農場では１ヘ

クタール当たり年間250キログラムの窒素が

消費されることを理由に、家畜排せつ物由来

窒素施用量の上限を同250キログラムに引き

上げる緩和措置を欧州委員会に要求した。同

４　オランダの生乳生産を取り巻く状況

資料：Eurostat
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図11　�EUにおける総家畜密度（１ヘクタール
当たりの家畜数）（2020年）

チーズ バター・バターオイル 全粉乳 脱脂粉乳
ドイツ 1,319,799 オランダ 327,489 オランダ 140,445 ドイツ 292,750
オランダ 1,052,565 アイルランド 240,708 ドイツ 83,866 フランス 227,473
フランス 665,479 ドイツ 142,295 フランス 75,341 ベルギー 203,350
イタリア 568,761 ベルギー 139,866 アイルランド 48,020 アイルランド 171,206
デンマーク 410,327 フランス 97,551 デンマーク 41,122 オランダ 164,441

表５　EU加盟国における乳製品の輸出量（2022年、EU域内域外合計）

資料：欧州委員会「Eurostat」
　注：HSコードは、チーズが0406、バター・バターオイルが040510と040590、全粉乳が040221と040229、脱脂粉乳が040210。

（単位：トン）
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委員会は同年12月、窒素およびリン酸の排

出量を02年基準とする条件で、同国の要求

を認めることを決定した（2005/880/EC）

（表６）。

この緩和措置は06年に開始され、14年に

は、特定地域の砂質土壌などに対する家畜排

せつ物由来の窒素施用量の上限を同230キ

ログラムに引き下げ、農場に占める草地の割

合を80％以上に拡大するなど、条件を厳し

くしながらも現在まで更新・継続されている。

EU の生乳クオータ制度が 15 年３月に

廃止されると、16年の同国の生乳生産量は

11年比 23.0％増の 1432 万トンに、搾乳

牛飼養頭数は同 19％増の 179 万頭に増加

した。このため、欧州委員会から警告を受け、

新たな窒素およびリン酸の排出量の削減対策

を導入する必要が生じた。

（３）�リン酸塩排出削減計画や直近の環
境規制など

オランダ政府は2017年、リン酸塩排出削

減計画（注７）を導入し、これに基づき酪農家は

飼養規模の縮小が求められた。飼養規模の縮

小により窒素およびリン酸の排出量が削減さ

れ、欧州委員会の硝酸塩指令における排出上

限が順守されたことから、緩和措置は継続さ

れた。しかし、それ以降も同国政府は、循環

型農業や土地利用型酪農を目指すとして環境

規制を推進してきた。

（注７）海外情報「オランダ、乳用牛のリン酸塩排出権システムの
運用を開始」（https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002104.
html）を参照されたい。

21年７月には窒素削減と自然環境改善に

年月日 法令 家畜排せつ物由来窒素
施用量の上限（kg/ha/年） 条件

国全体での
ふん尿生産量の限度

（窒素およびリン酸換算）

2005.12.8 2005/880/EC 250 農場の70%が草地
窒素：５億440万㎏

リン酸：１億7290万㎏
（02年基準）

10.2.5 2010/65/EU 〃 〃 〃

14.5.16 2014/291/EU 砂質土壌等：230
その他土壌：250 農場の80%が草地 〃

18.5.31 （EU）2018/820 〃 〃 〃

20.7.17 （EU）2020/1073 〃

農場の80%が草地。
家畜を増頭しないこと。
ふん尿散布に伴うアンモ
ニア排出の減少

〃

22.9.30 （EU）2022/2069

（22年）
栄養塩汚染地域（注）：230
その他土壌：250

窒素：４億8940万㎏
リン酸：１億570万㎏

（20年基準）
（23年）
栄養塩汚染地域：220
その他土壌：240

〃

（24年）
栄養塩汚染地域：210
その他土壌：230

〃

（25年）
栄養塩汚染地域：190
その他土壌：200

（25年以降）
窒素：４億4000万㎏

リン酸：１億3500万㎏
（26年以降）
全ての地域・土壌：170 〃

表６　硝酸塩指令に係る緩和措置（オランダ）

資料：欧州連合機関紙を基に機構作成
　注：農業由来の硝酸塩とリンによって汚染された地域とされる。オランダにより指定される。

https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002104.html
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002104.html
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関する法律（窒素法）が施行され、ナチュラ

2000指定地（注８）の窒素量が硝酸塩指令の上

限を下回る割合を、25年に40％以上、30

年に50％以上、35年に74％以上とするこ

とが義務付けられた（図12）。なお、18年

時点の同割合は24％である。

また、窒素の削減や自然環境の改善の計画

は、交通・工業・インフラ・建築および農業

を含むさまざまな部門での策定が必要となる

が、農業・自然・食品品質省の大臣のみが制

定するとされた。

これに対し、農業部門への風当たりが強過

ぎるとして、生産者の抗議活動が活発化した。

（注８）ナチュラ2000指定地：野鳥保護指令（79/409/EEC）
と生息地指令（92/43/EEC）に基づいた指定地で、EUの陸地
の18％と海洋の８％が該当し、野鳥保護指令により500の鳥類、
生息地指令により1000の動植物および200の生息地の保護が義
務付けられている。同地域の保護はEUにより監督され、オラン
ダには160以上の同指定地があり、多くが酪農場と並存してい
る。

22年１月、オランダでは第４次ルッテ内

閣が発足し、新たに自然・窒素政策大臣が設

置された。同大臣は政権発足当初に、政府は

30年までに窒素の排出量を50％削減し、家

畜頭羽数を３分の１に減らすことを目標とし

ていると表明した。さらに22年６月、畜産

農家に対して、窒素排出量を40％削減する

ためには家畜を30％程度削減する必要があ

ると言明した。

この政策は農業団体によって激しく批判さ

れ、多くの酪農家による激しい抗議行動が引

き起こされた。自らの家畜を大幅に減らすか、

100年以上の伝統を持つ酪農を廃業するか

の選択を迫られた生産者の抗議行動が何度も

行われた（注９）。

（注９）『畜産の情報』2020年１月号「オランダ酪農乳業の現状
と持続可能性（サステナビリティ）への取組み～ EU最大の乳製
品 輸 出 国 の 動 向 ～」（https://www.alic.go.jp/joho-c/
joho05_000906.html）を参照されたい。

（４）�2022年以降の硝酸塩指令の緩和
措置

欧州委員会による2022年以降の緩和措置
の継続は表6に示した通りであるが、同委員

会はオランダに対し、窒素とリン酸の排出上

限を20年水準に引き下げ、25年以降はさら

に引き下げるとしている（（EU）2022 ／

2069）。また、家畜排せつ物由来の窒素施

用量の上限も毎年１ヘクタール当たり10キ

ログラムずつ減少させ、26年にはすべての

地域や土壌で、他のEU加盟国と同じ同170

キログラムを上限としている。この決定は、

（１）依然として同国の家畜密度が高いこと

（２）砂質土壌などの地域で地下水の硝酸塩

濃度がEUの制限値を上回っていたこと

（３）淡水の約50％が富栄養化していたこと―

などによるものとしている。
資料：European Environment Agency（機構改変）
　注： 鳥類指令対象地、生息地指令対象地および両指令対象地の

すべてがナチュラ2000の対象地域となる。

両指令対象地

⽣息地指令対象地

⿃類指令対象地

図12　ナチュラ2000指定地の位置

https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000906.html
https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000906.html
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（５）オランダ州議会議員選挙

2023年３月15日に実施されたオランダ

州議会議員選挙では、政府の窒素排出規制の

見直しを求める農民市民運動党（BBB）が

記録的な勝利を収めた。BBBは、与党・自

由民主国民党（VVD）の10議席を上回る16

議席を獲得し、上院の第一党となった（注10）。

オランダ農業園芸組織連合会（LTO）は

３月16日、BBBの勝利は有権者が窒素排出

規制の見直しと農業分野への支援を支持して

いる証拠であるとの声明を発表した。

（注10）海外情報「窒素排出規制の見直しを求めるオランダ農民
政党、選挙で躍進（EU）」（https://www.alic.go.jp/chosa-c/
joho01_003486.html）を参照されたい。

（６）現状への酪農家の対応

酪農を取り巻く環境が激変しているオラン

ダの主要酪農生産地帯・フリースランド州で

酪農を営んでいるチプケ・ニューランド氏と

妻の亜輝氏に現状をうかがった（写真１）。

同牧場はチプケ氏の父親が農地30ヘクタ

ール、乳用経産牛70頭から開始したもので、

現在は農地75ヘクタール、乳用経産牛約

150頭を飼養している（写真２）。

初夏から秋にかけて放牧も行っており、生

乳取引価格には放牧プレミアムが加算され

る。乳業が放牧プレミアムを認定するには、

年間120日以上、１日６時間以上の放牧が

必要となる。これらの生乳は乳業が他の生乳

と区分して処理し、放牧牛による乳製品とし

て市場に供給される。牧歌的な酪農の原風景

に加えて持続的な酪農に対し、消費者は対価

を支払っている。

また、昨年は協同組合系の乳業から民間の

乳業に出荷先を変えた。生乳の全量買い上げ

契約ではなくなったが、契約した生産者への

研修や福利厚生の充実している同社に好感が

持てたという。

最近の飼料価格高騰の対策として、自給飼

料を最大限活用するため、月１回の飼料アド

バイザーとの打ち合わせを基にした飼料計画

を立てている。サイレージは、収穫期の異な

る牧草を積み上げてサイレージにすること

で、収穫期により異なる栄養価を平準化して

いる（写真３）。

また、現在の生乳取引価格は高い水準にあ

るが、厳しくなる環境規制に対する新規投資

は控えている。ただし、周囲の農家が離農す

る際は、土地を購入できる機会は滅多にない

ので可能な限り購入したいと考えている。環

境規制が厳しくなる中、牛の飼養密度を高め

ることはできないため、土地を増やすことが

大事であるという。

写真２　�ニューランド牧場の搾乳牛。飼養す
る牛はホルスタイン種が中心である
が、一部ブラウンスイス種やジャー
ジー種も飼養している

写真１　ニューランド牧場入り口の看板

https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003486.html
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003486.html
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５　おわりに

同牧場では、牛の生涯乳量を最大限に効率

よく引き出すことを考えている。餌となる牧

草の管理、削蹄時の牛の健康状態の確認、さ

らには個々の雌牛に合った精液の購入、前述

の飼料設計など、酪農業の大部分を自ら取り

組んでいる。

政府による厳しい環境規制の中、日々の作

業をこなし、経営の維持と改善に尽力してい

る姿は、どこの酪農家にも共通したものであ

る。

飼料価格を始め、あらゆる生産資材が高騰

する中でも、フランスの生乳取引価格の上昇

率はEU加盟国の中でも低い水準となってい

る。持続可能な酪農を念頭に置いた生産者と

乳業との契約形態や、高い飼料自給率がこれ

を可能としているが、他国を上回って製造さ

れる乳製品の品目数が示すように、テロワー

ルと呼ばれるその土地特有の農産物に価値を

見いだす文化にも支えられていると考えられ

る。また、低い生乳取引価格は輸入乳製品に

対する一定の競争力も有するため、国内の消

費者に支持されることにもつながっており、

他国への輸出力も増す強みとなっている。

一方、オランダの酪農は、輸出を軸とした

効率的な生産のビジネスモデルであり、国際

市場をターゲットとしている。2022年の生

乳取引価格は記録的な高水準にあり、生産量

は前年比で増加した。しかしながら同国は、

家畜密度がEU加盟国の中で最も高く、欧州

委員会からは環境に及ぼす影響が大きい国と

して家畜排せつ物由来の窒素排出量の削減が

強く求められている。

フランスのように消費者が価格以外の価値

を認める環境の醸成と、オランダのように効

率性を追求しつつ環境規制という枠に対応し

ながら行う生産は、今後のわが国の酪農にと

って、少なからず参考になると思われる。

写真３　多層サイレージ


